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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　第１の無線装置と、
　前記第１の無線装置の通信範囲内に配置され、各々が前記第１の無線装置と無線通信を
行うｎ（ｎは正の整数）個の第２の無線装置とを備え、
　前記ｎ個の第２の無線装置の各々は、前記第１の無線装置からパケットを受信したとき
の雑音パワーに対する受信信号強度の比である信号対雑音比を正規化した正規化値がしき
い値以上であり、かつ、バックオフ時間が前記第１の無線装置の通信範囲内に存在する第
２の無線装置の中で最初に経過したとき、パケットを前記第１の無線装置へ送信し、
　前記しきい値は、前記第１の無線装置の通信範囲内においてパケットの衝突を回避する
確率が最も大きく、かつ、リンク品質が基準のリンク品質よりも良い第２の無線装置の個
数が最大となるときの前記正規化値である、無線通信システム。
【請求項２】
　前記第１の無線装置は、自己にアクセスする前記第２の無線装置の個数に基づいて前記
しきい値を演算し、自己の通信範囲内において無線通信が行われていない一定の空き期間
を検知すると、前記ｎ個の第２の無線装置のうちパケットの送信先となる第２の無線装置
を示す宛先情報と、前記演算したしきい値とを含む制御フレームを前記ｎ個の第２の無線
装置へ送信し、
　前記ｎ個の第２の無線装置の各々は、前記第１の無線装置から前記制御フレームを受信
したときの前記正規化値を演算し、その演算した正規化値が前記制御フレームに含まれる
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前記しきい値以上であり、かつ、バックオフ時間が前記第１の無線装置の通信範囲内に存
在する第２の無線装置の中で最初に経過したとき、データからなるパケットを前記第１の
無線装置へ送信する、請求項１に記載の無線通信システム。
【請求項３】
　前記ｎ個の第２の無線装置の各々は、前記制御フレームを受信したときの瞬時の前記信
号対雑音比に対応する送信レートで前記パケットを前記第１の無線装置へ送信する、請求
項２に記載の無線通信システム。
【請求項４】
　前記ｎ個の第２の無線装置の各々は、前記演算した正規化値が前記しきい値以上であり
、かつ、自己のバックオフ時間が経過するまでに他の第２の無線装置が前記第１の無線装
置へパケットを送信したとき、前記第１の無線装置へのパケットの送信を停止するととも
にバックオフ時間を再度設定し、その設定したバックオフ時間が前記第１の無線装置の通
信範囲内に存在する第２の無線装置の中で最初に経過したとき、前記第１の無線装置へパ
ケットを送信する、請求項２に記載の無線通信システム。
【請求項５】
　前記ｎ個の第２の無線装置の各々は、前記演算した正規化値が前記しきい値よりも小さ
いとき、前記第１の無線装置から前記制御フレームを再度受信するまで前記第１の無線装
置へのパケットの送信を停止する、請求項２に記載の無線通信システム。
【請求項６】
　前記第１の無線装置は、自己にアクセスする前記第２の無線装置の個数に基づいて前記
しきい値を演算し、自己の通信範囲内において無線通信が行われていない一定の空き期間
を検知すると、前記ｎ個の第２の無線装置のうちパケットの送信先となる第２の無線装置
を示す宛先情報と、前記演算したしきい値とを含む第１の制御フレームを前記ｎ個の第２
の無線装置へ送信し、前記ｎ個の第２の無線装置のいずれかからパケットの送信要求を示
す第２の制御フレームを受信すると、データからなるパケットを送信し、
　前記ｎ個の第２の無線装置の各々は、前記第１の無線装置から前記第１の制御フレーム
を受信したときの前記正規化値を演算し、その演算した正規化値が前記第１の制御フレー
ムに含まれる前記しきい値以上であり、かつ、前記第１の無線装置が自己宛てのパケット
を保持しており、更に、バックオフ時間が前記第１の無線装置の通信範囲内に存在する第
２の無線装置の中で最初に経過したとき、前記第２の制御フレームを前記第１の無線装置
へ送信するとともに、前記第１の無線装置からパケットを受信する、請求項１に記載の無
線通信システム。
【請求項７】
　前記第１の無線装置は、前記第２の制御フレームを受信したときの瞬時の前記信号対雑
音比に対応する送信レートで前記パケットを送信する、請求項６に記載の無線通信システ
ム。
【請求項８】
　前記ｎ個の第２の無線装置の各々は、前記演算した正規化値が前記しきい値以上であり
、かつ、自己のバックオフ時間が経過するまでに他の第２の無線装置が前記第１の無線装
置へ前記第２の制御フレームを送信したとき、前記第１の無線装置への前記第２の制御フ
レームの送信を停止するとともにバックオフ時間を再度設定し、その設定したバックオフ
時間が前記第１の無線装置の通信範囲内に存在する第２の無線装置の中で最初に経過した
とき、前記第１の無線装置へ前記第２の制御フレームを送信するとともに前記第１の無線
装置からパケットを受信する、請求項６に記載の無線通信システム。
【請求項９】
　前記ｎ個の第２の無線装置の各々は、前記演算した正規化値が前記しきい値よりも小さ
いとき、前記第１の無線装置から前記第１の制御フレームを再度受信するまで前記第１の
無線装置への前記第２の制御フレームの送信を停止する、請求項６に記載の無線通信シス
テム。
【発明の詳細な説明】
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【技術分野】
【０００１】
　この発明は、無線ＬＡＮ（Ｌｏｃal　Ａｒｅａ　Ｎｅｔｗｏｒｋ）等の無線通信システ
ムに関するものである。
【背景技術】
【０００２】
　無線ＬＡＮは、学校やイベント会場などのホットスポットで広く使用されている。しか
し、既存の無線ＬＡＮにおいては、分散的な競争に基づくＣＳＭＡ（Ｃａｒｒｉｅｒ　Ｓ
ｅｎｓｅ　Ｍｕｌｔｉｐｌｅ　Ａｃｃｅｓｓ）がチャネルアクセス方式として使用されて
いるので、一つのセルに収納される端末の個数が急増する場合、衝突が起こり易くなり、
ネットワーク全体のスループットが低下する。
【０００３】
　一方、移動端末の移動や電波伝搬状態の瞬時的な変動により、移動端末とアクセスポイ
ントとの間の無線リンクの品質が常に変動し、フェージングが発生する。無線リンクの品
質が低下した場合、利用可能な通信レートが低下する。そして、そのような低い通信レー
トを有するリンクは、ネットワーク全体のスループットに深刻な悪影響を及ぼす。
【０００４】
　従来、ネットワークのスケーラビリティ（＝端末の数が増加しても通信特性が低下しな
いこと）を向上させるために、バックオフタイマーを調整することによって、各無線装置
が無線通信を行っていない期間と、パケットの衝突確率とを低減させる手法が提案されて
いる（非特許文献１）。
【０００５】
　この低減手法は、パケットの衝突を減らすためにコンテンションウィンドウの最大値を
ＩＥＥＥ８０２．１１に定められた値よりも大きい値に設定する。また、この低減手法は
、各無線装置が無線通信を行っていない期間を減らすために、各無線装置が無線通信を行
っていない期間を連続的に検知すると、バックオフタイマーを指数的に減らす。
【０００６】
　また、ネットワークのスケーラビリティを向上させるために、適応的なキャリアセンス
の方法が提案されている（非特許文献２）。このキャリアセンスの方法は、チャネルの利
用効率を向上させるために、キャリアセンスの閾値を上げ、より多くの端末が同時に通信
を行うようにするものである。無線ＬＡＮにおいては、電波の干渉範囲は、通信範囲より
も広いため、一つのリンク上で無線通信が行われる場合、そのリンクに隣接する隣接空間
に位置する他の端末は、チャネルを譲らなければならない。そこで、適応的なキャリアセ
ンスの方法においては、キャリアセンスの閾値を上げ、閾値以下の強度の電波を検知して
も、その検知した電波を無視することによって、より多くの端末が無線通信を行う。そし
て、適応的なキャリアセンスの方法においては、パケットの衝突が起こる場合、協力的な
送信によってパケット到達率が確保される。
【０００７】
　更に、ネットワークのスケーラビリティを向上させるために、チャネル予約の方法が提
案されている（非特許文献３）。そして、このチャネル予約によって、パケットの衝突を
低減している。
【０００８】
　更に、ネットワークのスループットを向上させるために、リンク品質の変動を考慮して
、複数の端末が無線通信を行うスケジュールを決定する方法が提案されている（非特許文
献４，５）。
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【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【００１０】
　しかし、非特許文献１～３においては、パケットを送信するときのレートが制御されて
いないため、ネットワークのスループットを向上させることが困難であるという問題があ
る。
【００１１】
　また、非特許文献４，５に開示された方法をアクセスポイントから端末へのダウンリン
クに適用することは困難である。その結果、アクセスポイントの通信範囲内に存在する端
末の数が増加すると、アクセスポイントから端末への通信特性は、端末からアクセスポイ
ントへの通信特性よりも低下する。従って、ネットワークのスケーラビリティが低下する
という問題がある。
【００１２】
　そこで、この発明は、かかる問題を解決するためになされたものであり、その目的は、
ネットワークにおけるスケーラビリティおよびスループットを向上可能な無線通信システ
ムを提供することである。
【課題を解決するための手段】
【００１３】
　この発明によれば、無線通信システムは、第１の無線装置と、ｎ（ｎは正の整数）個の
第２の無線装置とを備える。ｎ個の第２の無線装置は、第１の無線装置の通信範囲内に配
置され、各々が第１の無線装置と無線通信を行う。そして、ｎ個の第２の無線装置の各々
は、第１の無線装置からパケットを受信したときの雑音パワーに対する受信信号強度の比
である信号対雑音比を正規化した正規化値がしきい値以上であり、かつ、バックオフ時間
が第１の無線装置の通信範囲内に存在する第２の無線装置の中で最初に経過したとき、パ
ケットを第１の無線装置へ送信する。この場合、しきい値は、第１の無線装置の通信範囲
内においてパケットの衝突を回避する確率が最も大きく、かつ、リンク品質が基準のリン
ク品質よりも良い第２の無線装置の個数が最大となるときの信号対雑音比の正規化値であ
る。
【００１４】
　好ましくは、第１の無線装置は、自己にアクセスする第２の無線装置の個数に基づいて
しきい値を演算し、自己の通信範囲内において無線通信が行われていない一定の空き期間
を検知すると、ｎ個の第２の無線装置のうちパケットの送信先となる第２の無線装置を示
す宛先情報と、演算したしきい値とを含む制御フレームをｎ個の第２の無線装置へ送信す
る。ｎ個の第２の無線装置の各々は、第１の無線装置から制御フレームを受信したときの
信号対雑音比の正規化値を演算し、その演算した正規化値が制御フレームに含まれるしき
い値以上であり、かつ、バックオフ時間が第１の無線装置の通信範囲内に存在する第２の
無線装置の中で最初に経過したとき、データからなるパケットを第１の無線装置へ送信す
る。
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【００１５】
　好ましくは、ｎ個の第２の無線装置の各々は、制御フレームを受信したときの瞬時の信
号対雑音比に対応する送信レートでパケットを第１の無線装置へ送信する。
【００１６】
　好ましくは、ｎ個の第２の無線装置の各々は、演算した正規化値がしきい値以上であり
、かつ、自己のバックオフ時間が経過するまでに他の第２の無線装置が第１の無線装置へ
パケットを送信したとき、第１の無線装置へのパケットの送信を停止するとともにバック
オフ時間を再度設定し、その設定したバックオフ時間が第１の無線装置の通信範囲内に存
在する第２の無線装置の中で最初に経過したとき、第１の無線装置へパケットを送信する
。
【００１７】
　好ましくは、ｎ個の第２の無線装置の各々は、演算した正規化値がしきい値よりも小さ
いとき、第１の無線装置から制御フレームを再度受信するまで第１の無線装置へのパケッ
トの送信を停止する。
【００１８】
　好ましくは、第１の無線装置は、自己にアクセスする第２の無線装置の個数に基づいて
しきい値を演算し、自己の通信範囲内において無線通信が行われていない一定の空き期間
を検知すると、ｎ個の第２の無線装置のうちパケットの送信先となる第２の無線装置を示
す宛先情報と、演算したしきい値とを含む第１の制御フレームをｎ個の第２の無線装置へ
送信し、ｎ個の第２の無線装置のいずれかからパケットの送信要求を示す第２の制御フレ
ームを受信すると、データからなるパケットを送信する。ｎ個の第２の無線装置の各々は
、第１の無線装置から第１の制御フレームを受信したときの正規化値を演算し、その演算
した正規化値が第１の制御フレームに含まれるしきい値以上であり、かつ、第１の無線装
置が自己宛てのパケットを保持しており、更に、バックオフ時間が第１の無線装置の通信
範囲内に存在する第２の無線装置の中で最初に経過したとき、第２の制御フレームを第１
の無線装置へ送信するとともに、第１の無線装置からパケットを受信する。
【００１９】
　好ましくは、第１の無線装置は、第２の制御フレームを受信したときの瞬時の信号対雑
音比に対応する送信レートでパケットを送信する。
【００２０】
　好ましくは、ｎ個の第２の無線装置の各々は、演算した正規化値がしきい値以上であり
、かつ、自己のバックオフ時間が経過するまでに他の第２の無線装置が第１の無線装置へ
第２の制御フレームを送信したとき、第１の無線装置への第２の制御フレームの送信を停
止するとともにバックオフ時間を再度設定し、その設定したバックオフ時間が第１の無線
装置の通信範囲内に存在する第２の無線装置の中で最初に経過したとき、第１の無線装置
へ第２の制御フレームを送信するとともに第１の無線装置からパケットを受信する。
【００２１】
　好ましくは、ｎ個の第２の無線装置の各々は、演算した正規化値がしきい値よりも小さ
いとき、第１の無線装置から第１の制御フレームを再度受信するまで第１の無線装置への
第２の制御フレームの送信を停止する。
【発明の効果】
【００２２】
　この発明によれば、ｎ個の第２の無線装置の各々は、パケットの衝突を回避しながら、
基準のリンク品質（＝しきい値からなる信号対雑音比の正規化値を有するリンクのリンク
品質）以上のリンク品質を有するリンクを用いてパケットを第１の無線装置へ送信する。
つまり、しきい値以上の正規化値を有する第２の無線装置は、第１の無線装置の通信範囲
内に存在する端末装置の数が増加しても、パケットの衝突を回避しながら、基準のリンク
品質以上のリンク品質でパケットを第１の無線装置へ送信する。
【００２３】
　従って、この発明によれば、端末装置の数が増えても、通信特性を低下させないという
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スケーラビリティを向上できるとともに、スループットを向上できる。
【図面の簡単な説明】
【００２４】
【図１】この発明の実施の形態による無線通信システムの構成を示す概略図である。
【図２】図１に示すアクセスポイントの構成を示す機能ブロック図である。
【図３】図１に示す端末装置の構成を示す機能ブロック図である。
【図４】Ｐｏｌｌフレームの構成図である。
【図５】受信ＳＮＲと送信レートとの関係を示す図である。
【図６】端末装置からアクセスポイントへパケットを送信する方法を説明するための図で
ある。
【図７】アクセスポイントから端末装置へパケットを送信する方法を説明するための図で
ある。
【図８】アップリンクにおける動作を説明するためのフローチャートである。
【図９】ダウンリンクにおける動作を説明するためのフローチャートである。
【図１０】アップリンクにおけるスループットと端末装置の個数との関係を示す図である
。
【発明を実施するための形態】
【００２５】
　本発明の実施の形態について図面を参照しながら詳細に説明する。なお、図中同一また
は相当部分には同一符号を付してその説明は繰返さない。
【００２６】
　図１は、この発明の実施の形態による無線通信システムの構成を示す概略図である。図
１を参照して、この発明の実施の形態による無線通信システム１０は、アクセスポイント
１と、端末装置２～４とを備える。
【００２７】
　アクセスポイント１および端末装置２～４は、無線通信空間に配置される。端末装置２
～４の各々は、静止している端末装置、または移動可能な端末装置からなる。そして、端
末装置２～４は、アクセスポイントの通信範囲内に配置される。
【００２８】
　アクセスポイント１および端末装置２～４は、同じ周波数チャネルを用いて後述する方
法によって相互に無線通信を行う。
【００２９】
　図２は、図１に示すアクセスポイント１の構成を示す機能ブロック図である。図２を参
照して、アクセスポイント１は、アンテナ１１と、送受信手段１２と、制御手段１３と、
バッファ１４と、通信手段１５とを含む。
【００３０】
　アンテナ１１は、パケット、Ｒｅｐｌｙフレーム、ＰｏｌｌフレームおよびＡＣＫフレ
ームのいずれかを送受信手段１２から受け、その受けたパケット、Ｒｅｐｌｙフレーム、
ＰｏｌｌフレームおよびＡＣＫフレームのいずれかを端末装置２～４へ送信する。
【００３１】
　また、アンテナ１１は、Ｒｅｑｕｅｓｔフレーム、ＣＴＳフレーム、パケットおよびＡ
ＣＫフレームのいずれかを端末装置２～４から受信し、その受信したＲｅｑｕｅｓｔフレ
ーム、ＣＴＳフレーム、パケットおよびＡＣＫフレームのいずれかを送受信手段１２へ出
力する。
【００３２】
　送受信手段１２は、ＲｅｐｌｙフレームまたはＰｏｌｌフレームを制御手段１３から受
け、その受けたＲｅｐｌｙフレームまたはＰｏｌｌフレームをアンテナ１１を介して端末
装置２～４へ送信する。
【００３３】
　また、送受信手段１２は、ＡＣＫフレームを通信手段１５から受け、その受けたＡＣＫ



(7) JP 5360651 B2 2013.12.4

10

20

30

40

50

フレームをアンテナ１１を介して端末装置２～４へ送信する。
【００３４】
　更に、送受信手段１２は、Ｒｅｑｕｅｓｔフレームをアンテナ１１から受けると、その
受けたＲｅｑｕｅｓｔフレームを制御手段１３へ出力する。
【００３５】
　更に、送受信手段１２は、パケットまたはＡＣＫフレームをアンテナ１１から受けると
、その受けたパケットまたはＡＣＫフレームを通信手段１５へ出力する。
【００３６】
　更に、送受信手段１２は、アンテナ１１がＣＴＳフレームを受信したときの雑音パワー
に対する受信信号強度の比である信号対雑音比を検出し、その検出した信号対雑音比に対
応する通信レートを後述する方法によって検出する。そして、送受信手段１２は、ＣＴＳ
フレームをアンテナ１１から受けると、その受けたＣＴＳフレームに含まれるＭＡＣ（Ｍ
ｅｄｉａ　Ａｃｃｅｓｓ　Ｃｏｎｔｒｏｌ）アドレスを宛先とするパケットをバッファ１
４から取り出す。そうすると、送受信手段１２は、その取り出したパケットを信号対雑音
比に対応する通信レートでＣＴＳフレームの送信元（端末装置２～４のいずれか）へ送信
する。
【００３７】
　更に、送受信手段１２は、アンテナ１１を介してＡＣＫフレームを端末装置（端末装置
２～４のいずれか）から受信した後、一定期間（＝Ｎスロット、Ｎは正の整数）、ＣＴＳ
フレームを端末装置（端末装置２～４のいずれか）から受信しないとき、またはＡＣＫフ
レームを端末装置（端末装置２～４のいずれか）へ送信してから一定期間（＝Ｎスロット
）、端末装置（端末装置２～４のいずれか）からパケットを受信しないとき、Ｐｏｌｌフ
レームの送信要求を生成して制御手段１３へ出力する。
【００３８】
　制御手段１３は、送受信手段１２からＲｅｑｕｅｓｔフレームを受けると、その受けた
Ｒｅｑｕｅｓｔフレームに含まれるＭＡＣアドレスを取り出す。そして、制御手段１３は
、その取り出したＭＡＣアドレスによって指定された端末装置（端末装置２～４のいずれ
か）に参加ＩＤを割り当てる。この参加ＩＤは、１，２，３，・・・の整数値からなる。
【００３９】
　制御手段１３は、参加ＩＤを割り当てると、ＭＡＣアドレスと参加ＩＤとを対応付けて
管理する。
【００４０】
　その後、制御手段１３は、参加ＩＤを含むＲｅｐlｙフレームを生成し、その生成した
ＲｅｐｌｙフレームをＲｅｑｕｅｓｔフレームの送信元（端末装置２～４のいずれか）へ
送受信手段１２およびアンテナ１１を介して送信する。
【００４１】
　また、制御手段１３は、Ｒｅｑｕｅｓｔフレームを送受信手段１２から受ける度に、ア
クセスポイント１へアクセスする端末装置の数を“１”だけインクリメントする。そして
、制御手段１３は、最終的に、アクセスポイント１へアクセスする端末装置の総数Ｍ（Ｍ
は正の整数）を取得する。
【００４２】
　そうすると、制御手段１３は、その取得した総数Ｍに基づいて、しきい値γ０を後述す
る方法によって演算する。このしきい値γ０について、後に詳細に説明する。その後、制
御手段１３は、バッファ１４を参照して、端末装置２～４宛てのパケットの有無を検索す
る。そして、制御手段１３は、端末装置２～４宛てのパケットの有無を示すビット値と、
しきい値γ０とを含むＰｏｌｌフレームを生成し、その生成したＰｏｌｌフレームを送受
信手段１２およびアンテナ１１を介して端末装置２～４へ送信する。
【００４３】
　更に、制御手段１３は、送受信手段１２からのＰｏｌｌフレームの送信要求に応じて、
Ｐｏｌｌフレームを再度生成し、その生成したＰｏｌｌフレームを送受信手段１２および
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アンテナ１１を介して端末装置２～４へ送信する。
【００４４】
　バッファ１４は、通信手段１５からパケットを受け、その受けたパケットを一定時間保
持する。
【００４５】
　通信手段１５は、外部のインターネットに接続されている。そして、通信手段１５は、
インターネットからパケットを受け、その受けたパケットをバッファ１４へ格納する。
【００４６】
　また、通信手段１５は、端末装置（端末装置２～４のいずれか）からのパケットを送受
信手段１２から受け、その受けたパケットをインターネットへ送信するとともに、ＡＣＫ
フレームを生成して送受信手段１２へ出力する。
【００４７】
　図３は、図１に示す端末装置２の構成を示す機能ブロック図である。図３を参照して、
端末装置２は、アンテナ２１と、送受信手段２２と、バッファ２３と、通信手段２４とを
含む。
【００４８】
　アンテナ２１は、Ｒｅｑｕｅｓｔフレーム、ＣＴＳフレーム、パケットおよびＡＣＫフ
レームのいずれかを送受信手段２２から受け、その受けたＲｅｑｕｅｓｔフレーム、ＣＴ
Ｓフレーム、パケットおよびＡＣＫフレームのいずれかをアクセスポイント１へ送信する
。
【００４９】
　また、アンテナ２１は、Ｒｅｐｌｙフレーム、Ｐｏｌｌフレーム、パケットおよびＡＣ
Ｋフレームのいずれかをアクセスポイント１から受信し、その受信したＲｅｐｌｙフレー
ム、Ｐｏｌｌフレーム、パケットおよびＡＣＫフレームのいずれかを送受信手段２２へ出
力する。
【００５０】
　送受信手段２２は、アクセスポイント１へアクセスするとき、端末装置２のＭＡＣアド
レスを含むＲｅｑｕｅｓｔフレームを生成し、その生成したＲｅｑｕｅｓｔフレームをア
ンテナ２１を介してアクセスポイント１へ送信する。
【００５１】
　また、送受信手段２２は、Ｒｅｐｌｙフレームをアンテナ２１から受けると、その受け
たＲｅｐｌｙフレームに含まれる参加ＩＤを取り出し、その取り出した参加ＩＤを端末装
置２のアクセスポイント１における識別子として管理する。
【００５２】
　更に、送受信手段２２は、アンテナ２１がＰｏｌｌフレームを受信したときの信号対雑
音比、またはアンテナ２１がＡＣＫフレームを受信したときの信号対雑音比を検出する。
そして、送受信手段２２は、Ｐｏｌｌフレームをアンテナ２１から受けると、その受けた
Ｐｏｌｌフレームを管理するとともに、Ｐｏｌｌフレームに含まれるしきい値γ０を取り
出す。そうすると、送受信手段２２は、その検出した信号対雑音比、しきい値γ０、およ
びＰｏｌｌフレームに基づいて、後述する方法によって、バッファ２３からパケットを取
り出してアクセスポイント１へ送信する。
【００５３】
　更に、送受信手段２２は、その検出した信号対雑音比、しきい値γ０、およびＰｏｌｌ
フレームに基づいて、後述する方法によって、ＣＴＳフレームをアクセスポイント１へ送
信する。
【００５４】
　更に、送受信手段２２は、アンテナ２１を介してアクセスポイント１からパケットを受
信し、その受信したパケットを通信手段２４へ出力する。
【００５５】
　更に、送受信手段２２は、ＡＣＫフレームを通信手段２４から受け、その受けたＡＣＫ
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フレームをアンテナ２１を介してアクセスポイント１へ送信する。
【００５６】
　バッファ２３は、通信手段２４からパケットを受け、その受けたパケットを一定時間保
持する。
【００５７】
　通信手段２４は、上位層のアプリケーションからパケットを受け、その受けたパケット
をバッファ２３に格納する。
【００５８】
　また、通信手段２４は、送受信手段２２からパケットを受け、その受けたパケットを上
位層のアプリケーションへ出力するとともに、ＡＣＫフレームを生成して送受信手段２２
へ出力する。
【００５９】
　なお、図１に示す端末装置３，４の各々も、図３に示す端末装置２と同じ構成からなる
。
【００６０】
　アクセスポイント１におけるしきい値γ０の算出方法について説明する。アクセスポイ
ント１の通信範囲内に存在する端末装置の総数をＭとし、コンテンションウィンドウの最
大値をＮとする。
【００６１】
　この最大値Ｎは、無線通信システム１０において、予め設計された値であり、アクセス
ポイント１の制御手段１３は、最大値Ｎを予め保持している。また、アクセスポイント１
の制御手段１３は、アクセスポイント１にアクセスする端末装置の数を上述した方法によ
ってカウントし、総数Ｍを取得する。
【００６２】
　アクセスポイント１の通信範囲内に配置されたＭ個の端末装置のうち、ｉ（ｉ＝１～Ｍ
の整数）番目の端末装置と、アクセスポイント１との間のリンクの瞬時の信号対雑音比Ｓ
ＮＲ（Ｓｉｇｎａｌ　ｔｏ　Ｎｏｉｓｅ　Ｒａｔｉｏ）をγｉ’とし、その平均値を／γ

ｉ’とする。なお、この明細書においては、／Ａは、Ａの平均値を意味する。また、平均
値／γｉ’は、例えば、１秒間における瞬時のγｉ’を平均することにより求められる。
【００６３】
　そして、γｉ＝γｉ’／（／γｉ’）を正規化ＳＮＲと定義する。レイーレイフェージ
ング（Ｒａｙｌｅｉｇｈ　ｆａｄｉｎｇ）の場合、全てのリンクの正規化ＳＮＲの分布は
、ｆ（γｉ）＝ｅｘｐ（－γｉ）となり、同じである。
【００６４】
　その結果、アクセスポイント１の制御手段１３は、次の式（１）～（４）に従ってしき
い値γ０を算出する。
【００６５】
【数１】

【００６６】

【数２】
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【００６７】
【数３】

【００６８】

【数４】

【００６９】
　なお、式（１）におけるｍは、ｍ＝１～Ｍの整数である。また、式（１）におけるＣＭ
ｍは、Ｍ個の端末装置からｍ個の端末装置を抽出し、ｍ個の端末装置からなる端末装置集
合を構築する場合における異なる端末装置集合の数を意味する。例えば、Ｃ１０

３＝１２
×１１×１０／（３×２×１）＝２２０である。
【００７０】
　式（１）のＰｍ

Ｔ（γ０）は、Ｍ個の端末装置のうち、ｍ個の端末装置における正規化
ＳＮＲ（＝γ）がしきい値γ０よりも大きくなる確率である。即ち、Ｐｍ

Ｔ（γ０）は、
ｍ個の端末装置におけるリンク品質が基準のリンク品質（＝しきい値γ０からなる正規化
ＳＮＲを有するリンクのリンク品質）よりも良くなる確率である。
【００７１】
　また、式（２）のＰｍ（γ０）は、パケットの衝突が発生しない確率である。端末装置
の個数ｍが１個である場合、パケットの衝突は発生しないので、Ｐｍ（γ０）＝１となる
（式（２）の上段参照）。そして、端末装置の個数ｍが２以上である場合、パケットの衝
突が発生しない確率Ｐｍ（γ０）は、式（２）の下段によって表わされる。
【００７２】
　更に、式（３）のＰＳ（γ０）は、パケットの衝突を回避しながらリンク品質が基準の
リンク品質よりも良いリンクを有する端末装置との間で無線通信を行うことが可能な確率
である。
【００７３】
　そして、式（４）において、式（３）のＰＳ（γ０）が最大になるようにγ０を決定す
るのであるから、しきい値γ０は、パケットの衝突を回避する確率が最も大きく、かつ、
リンク品質が基準のリンク品質（＝しきい値γ０からなる正規化ＳＮＲを有するリンクの
リンク品質）よりも良い端末装置の個数が最大となるときの正規化ＳＮＲである。
【００７４】
　このように、アクセスポイント１は、自己の通信範囲内に存在する端末装置２～４の個
数Ｍに基づいてしきい値γ０を演算する。
【００７５】
　従って、アクセスポイント１と端末装置２～４との間の通信環境の実情に沿ってしきい
値γ０を決定できる。
【００７６】
　図４は、Ｐｏｌｌフレームの構成図である。図４を参照して、Ｐｏｌｌフレームは、送
信先（ＤＳＴ）と、送信元（ＳＲＣ）と、しきい値γ０と、ビットマップＢＭとを含む。
【００７７】
　送信先（ＤＳＴ）は、Ｐｏｌｌフレームの送信先からなる。Ｐｏｌｌフレームは、アク
セスポイント１の通信範囲内に存在する全ての端末装置へ送信されるので、送信先（ＤＳ
Ｔ）は、ブロードキャストアドレス＝０ｘｆｆｆｆｆｆｆｆｆｆｆｆからなる。
【００７８】



(11) JP 5360651 B2 2013.12.4

10

20

30

40

50

　送信元（ＳＲＣ）は、Ｐｏｌｌフレームの送信元のＭＡＣアドレスからなる。Ｐｏｌｌ
フレームは、アクセスポイント１によって送信されるので、送信元（ＳＲＣ）は、アクセ
スポイント１のＭＡＣアドレスからなる。
【００７９】
　しきい値γ０は、上述した方法によって算出されたしきい値からなる。ビットマップＢ
Ｍは、アクセスポイント１から端末装置２～４へのパケットの有無、即ち、ダウンリンク
において各端末装置２～４へ送信すべきパケットの有無を示すビット値からなる。
【００８０】
　図４においては、ビットマップＢＭは、３行×１６列のマップからなる。そして、第１
行第１列のマス目、第１行第２列のマス目、・・・、第１行第１６列のマス目、第２行第
１列のマス目、第２行第２列のマス目、・・・、第２行第１６列のマス目、第３行第１列
のマス目、第３行第２列のマス目、・・・、第３行第１６列のマス目は、それぞれ、参加
ＩＤ＝１～４８に対応付けられている。
【００８１】
　また、第１行第１列のマス目、第１行第２列のマス目、・・・、第１行第１６列のマス
目、第２行第１列のマス目、第２行第２列のマス目、・・・、第２行第１６列のマス目、
第３行第１列のマス目、第３行第２列のマス目、・・・、第３行第１６列のマス目は、そ
れぞれ、参加ＩＤ＝１～４８が付与された端末装置へ送信すべきパケットをアクセスポイ
ントが保持していれば、“１”が格納され、参加ＩＤ＝１～４８が付与された端末装置へ
送信すべきパケットをアクセスポイント１が保持していなければ、“０”が格納される。
【００８２】
　図４に示す例においては、第１行第１列のマス目、第１行第２列のマス目および第１行
第３列のマス目は、“１”が格納され、第１行第４列のマス目～第３行第１６列のマス目
は、“０”が格納されているので、アクセスポイント１は、参加ＩＤ＝１～３が付与され
た端末装置へ送信すべきパケットを保持し、参加ＩＤ＝４～４８が付与された端末装置へ
送信すべきパケットを保持していないことを表している。
【００８３】
　なお、ビットマップＢＭは、３行×１６列以外のマップからなっていてもよい。
【００８４】
　図５は、受信ＳＮＲと送信レートとの関係を示す図である。受信ＳＮＲ＝γ’が閾値γ

０と閾値γ０１との間に存在する場合、１Ｍｂｐｓの送信レートが割り当てられる。また
、受信ＳＮＲ＝γ’が閾値γ０１と閾値γ０２との間に存在する場合、２Ｍｂｐｓの送信
レートが割り当てられる。更に、受信ＳＮＲ＝γ’が閾値γ０２と閾値γ０３との間に存
在する場合、５．５Ｍｂｐｓの送信レートが割り当てられる。更に、受信ＳＮＲ＝γ’が
閾値γ０３よりも大きい場合、１１Ｍｂｐｓの送信レートが割り当てられる。
【００８５】
　端末装置２～４の送受信手段２２は、図５に示す受信ＳＮＲと送信レートとの関係を保
持している。そして、端末装置２～４の送受信手段２２は、アップリンクにおいて、Ｐｏ
ｌｌフレームまたはＡＣＫフレームを受信したときの瞬時の受信ＳＮＲ＝γ’を計測し、
その計測した受信ＳＮＲ＝γ’に対応する送信レートを図５に示す受信ＳＮＲと送信レー
トとの関係を参照して検出する。
【００８６】
　また、アクセスポイント１の送受信手段１２は、図５に示す受信ＳＮＲと送信レートと
の関係を保持している。そして、アクセスポイント１の送受信手段１２は、ダウンリンク
において、ＣＴＳフレームまたはパケットを受信したときの瞬時の受信ＳＮＲ＝γ’を計
測し、その計測した受信ＳＮＲ＝γ’に対応する送信レートを図５に示す受信ＳＮＲと送
信レートとの関係を参照して検出する。
【００８７】
　端末装置２～４からアクセスポイント１へパケットを送信する方法について説明する。
図６は、端末装置２～４からアクセスポイント１へパケットを送信する方法を説明するた
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めの図である。
【００８８】
　アクセスポイント１の制御手段１３は、上述した方法によってしきい値γ０を算出する
。そして、アクセスポイント１の制御手段１３は、バッファ１４を参照して端末装置２～
４へ送信すべきパケットを保持していることを検知する。
【００８９】
　そうすると、アクセスポイント１の制御手段１３は、ＤＳＴ＝０ｘｆｆｆｆｆｆｆｆｆ
ｆｆｆ、ＳＲＣ＝ＭＡＣａｄｄ＿ＡＰ、しきい値γ０、および端末装置２～４へ送信すべ
きパケットを保持していることを示すビットマップＢＭ＝１，１，１，０，・・・，０を
含むＰｏｌｌフレームを生成し、その生成したＰｏｌｌフレームを送受信手段１２および
アンテナ１１を介して端末装置２～４へ送信する。この場合、ビットマップＢＭの第１行
第１列のマス目、第１行第２列のマス目、および第１行第３列のマス目は、それぞれ、端
末装置２～４の参加ＩＤに対応付けられているものとする。また、端末装置２～４の送受
信手段２２は、それぞれ、参加ＩＤ＝１～３をＲｅｐｌｙフレームから取り出して保持し
ているものとする。
【００９０】
　端末装置２～４の送受信手段２２は、アクセスポイント１から送信されたＰｏｌｌフレ
ームをタイミングｔ１で受信し、それぞれ、Ｐｏｌｌフレームを受信したときの受信ＳＮ
Ｒ（＝γ２’，γ３’，γ４’）を計測する。そして、端末装置２～４の送受信手段２２
は、それぞれ、その計測した受信ＳＮＲ（＝γ２’，γ３’，γ４’）を用いて平均値／
γ２’，／γ３’，／γ４’を更新する。その後、端末装置２～４の送受信手段２２は、
その更新した平均値／γ２’，／γ３’，／γ４’を用いてそれぞれ正規化ＳＮＲ（＝γ

２，γ３，γ４）を求める。
【００９１】
　そうすると、端末装置２～４の送受信手段２２は、Ｐｏｌｌフレームからしきい値γ０

を取り出し、正規化ＳＮＲ（＝γ２，γ３，γ４）をしきい値γ０と比較する。この場合
、γ２＞γ０，γ３＞γ０，γ４＜γ０であるとする。
【００９２】
　端末装置４の送受信手段２２は、γ４＜γ０であるので、次のチャネル取得競争に参加
しない。
【００９３】
　一方、端末装置２，３の送受信手段２２は、γ２＞γ０，γ３＞γ０であるので、次の
チャネル取得競争に参加し、それぞれ、バックオフタイマーを０～Ｎの間の一様な乱数か
ら選択した６，８に設定する。
【００９４】
　そして、端末装置２の送受信手段２２は、タイミングｔ１の後、ＤＩＦＳ（Ｄｉｓｔｒ
ｉｂｕｔｅｄ　Ｉｎｔｅｒ　Ｆｒａｍｅ　Ｓｐａｃｉｎｇ）が経過すると、バックオフタ
イマーが“６”から“０”になるのを計測する。また、端末装置２の送受信手段２２は、
図５に示す受信ＳＮＲと送信レートとの関係を参照して、計測した受信ＳＮＲ（＝γ２’
）に対応する送信レートｒ２を検出する。
【００９５】
　端末装置３の送受信手段２２も、同様に、タイミングｔ１の後、ＤＩＦＳが経過すると
、バックオフタイマーが“８”から“０”になるのを計測するとともに、図５に示す受信
ＳＮＲと送信レートとの関係を参照して、計測した受信ＳＮＲ（＝γ３’）に対応する送
信レートｒ３を検出する。
【００９６】
　端末装置２の送受信手段２２は、タイミングｔ２で、自己におけるバックオフタイマー
が“０”になったことを検知し、パケットＰＡＵを送信レートｒ２でアクセスポイント１
へ送信する。
【００９７】
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　そして、端末装置３の送受信手段２２は、端末装置２から送信されたパケットＰＡＵを
７番目のスロットで受信し、チャネルが使用状態であることを検知する。従って、端末装
置３の送受信手段２２は、パケットＰＢＵを送信しない。その結果、パケットＰＡＵとパ
ケットＰＢＵとの衝突を回避できる。
【００９８】
　その後、アクセスポイント１の送受信手段１２は、アンテナ１１を介してパケットＰＡ

Ｕを端末装置２から受信し、その受信したパケットＰＡＵを通信手段１５へ出力する。
【００９９】
　アクセスポイント１の通信手段１５は、送受信手段１２からパケットＰＡＵを受け、パ
ケットＰＡＵを受理する。
【０１００】
　その後、アクセスポイント１の通信手段１５は、ＳＩＦＳ（Ｓｈｏｒｔ　Ｉｎｔｅｒ　
Ｆｒａｍｅ　Ｓｐａｃｉｎｇ）が経過すると、タイミングｔ３でＡＣＫフレームを生成し
、その生成したＡＣＫフレームを送受信手段１２へ出力する。そして、アクセスポイント
１の送受信手段１２は、通信手段１５から受けたＡＣＫフレームをアンテナ１１を介して
端末装置２へ送信する。
【０１０１】
　この場合、端末装置２～４の全てがＡＣＫフレームを受信できるものとする。
【０１０２】
　端末装置２～４の送受信手段２２は、タイミングｔ４でＡＣＫフレームを受信し、ＡＣ
Ｋフレームを受信したときの受信ＳＮＲ（＝γ２’，γ３’，γ４’）をそれぞれ計測す
る。そして、端末装置２～４の送受信手段２２は、それぞれ、その計測した受信ＳＮＲ（
＝γ２’，γ３’，γ４’）を用いて平均値／γ２’，／γ３’，／γ４’を更新すると
ともに、正規化ＳＮＲ（＝γ２，γ３，γ４）を求める。
【０１０３】
　そうすると、端末装置２～４の送受信手段２２は、タイミングｔ１で受信したＰｏｌｌ
フレームから取り出したしきい値γ０と、正規化ＳＮＲ（＝γ２，γ３，γ４）とを比較
する。この場合も、γ２＞γ０，γ３＞γ０，γ４＜γ０であるとする。
【０１０４】
　端末装置４の送受信手段２２は、γ４＜γ０であるので、次のチャネル取得競争に参加
しない。
【０１０５】
　一方、端末装置２，３の送受信手段２２は、γ２＞γ０，γ３＞γ０であるので、次の
チャネル取得競争に参加し、それぞれ、バックオフタイマーを０～Ｎの間の一様な乱数か
ら選択した５，３に設定する。
【０１０６】
　そして、端末装置３の送受信手段２２は、タイミングｔ４の後、ＤＩＦＳが経過すると
、バックオフタイマーが“３”から“０”になるのを計測する。また、端末装置３の送受
信手段２２は、図５に示す受信ＳＮＲと送信レートとの関係を参照して、計測した受信Ｓ
ＮＲ（＝γ２’）に対応する送信レートｒ２を検出する。
【０１０７】
　端末装置２の送受信手段２２も、同様に、タイミングｔ４の後、ＤＩＦＳが経過すると
、バックオフタイマーが“５”から“０”になるのを計測するとともに、図５に示す受信
ＳＮＲと送信レートとの関係を参照して、計測した受信ＳＮＲ（＝γ３’）に対応する送
信レートｒ３を検出する。
【０１０８】
　端末装置３の送受信手段２２は、タイミングｔ５で、自己におけるバックオフタイマー
が“０”になったことを検知し、パケットＰＢＵを送信レートｒ３でアクセスポイント１
へ送信する。
【０１０９】
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　そして、アクセスポイント１の送受信手段１２は、アンテナ１１を介してパケットＰＢ

Ｕを端末装置３から受信し、その受信したパケットＰＢＵを通信手段１５へ出力する。
【０１１０】
　アクセスポイント１の通信手段１５は、送受信手段１２からパケットＰＢＵを受け、パ
ケットＰＢＵを受理する。
【０１１１】
　その後、アクセスポイント１の通信手段１５は、ＳＩＦＳが経過すると、タイミングｔ
６でＡＣＫフレームを生成し、その生成したＡＣＫフレームを送受信手段１２へ出力する
。そして、アクセスポイント１の送受信手段１２は、通信手段１５から受けたＡＣＫフレ
ームをアンテナ１１を介して端末装置３へ送信する。
【０１１２】
　そうすると、端末装置２～４の送受信手段２２は、タイミングｔ７でＡＣＫフレームを
受信し、ＡＣＫフレームを受信したときの受信ＳＮＲ（＝γ２’，γ３’，γ４’）をそ
れぞれ計測する。
【０１１３】
　その後、端末装置２～４の送受信手段２２は、それぞれ、その計測した受信ＳＮＲ（＝
γ２’，γ３’，γ４’）を用いて平均値／γ２’，／γ３’，／γ４’を更新するとと
もに、正規化ＳＮＲ（＝γ２，γ３，γ４）を求める。
【０１１４】
　端末装置２～４のうち、１回目のＰｏｌｌフレームを受信したときの受信ＳＮＲ（＝γ

２’，γ３’，γ４’）を用いて求められた正規化ＳＮＲ（＝γ２，γ３，γ４）がしき
い値γ０よりも大きい端末装置２，３は、それぞれ、パケットＰＡＵ，ＰＢＵを既にアク
セスポイント１へ送信している。
【０１１５】
　その結果、タイミングｔ７以降、アクセスポイント１へパケットを送信する端末装置は
存在しない。
【０１１６】
　従って、アクセスポイント１の送受信手段１２は、タイミングｔ７以降、ＤＩＦＳが経
過すると、Ｎ×スロットを計測する。そして、アクセスポイント１の送受信手段１２は、
Ｎ×スロットが経過すると、Ｐｏｌｌフレームを再度生成するように制御手段１３へ要求
し、制御手段１３は、タイミングｔ８で、再度、Ｐｏｌｌフレームを生成して端末装置２
～４へ送信する。
【０１１７】
　端末装置２～４の送受信手段２２は、タイミングｔ９でＰｏｌｌフレームを受信し、Ｐ
ｏｌｌフレームを受信したときの受信ＳＮＲ（＝γ２’，γ３’，γ４’）をそれぞれ計
測する。そして、端末装置２～４の送受信手段２２は、それぞれ、その計測した受信ＳＮ
Ｒ（＝γ２’，γ３’，γ４’）を用いて平均値／γ２’，／γ３’，／γ４’を更新す
るとともに、正規化ＳＮＲ（γ２，γ３，γ４）を求める。
【０１１８】
　そうすると、端末装置２～４の送受信手段２２は、２回目に受信したＰｏｌｌフレーム
からしきい値γ０を取り出し、正規化ＳＮＲ（＝γ２，γ３，γ４）をしきい値γ０と比
較する。
【０１１９】
　この場合、γ２＜γ０，γ３＞γ０，γ４＞γ０であるとする。
【０１２０】
　端末装置２の送受信手段２２は、γ２＜γ０であるので、次のチャネル取得競争に参加
しない。
【０１２１】
　一方、端末装置３，４の送受信手段２２は、γ３＞γ０，γ４＞γ０であるので、次の
チャネル取得競争に参加し、それぞれ、バックオフタイマーを０～Ｎの間の一様な乱数か
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ら選択した６，３に設定する。
【０１２２】
　そして、端末装置３の送受信手段２２は、タイミングｔ９の後、ＤＩＦＳが経過すると
、バックオフタイマーが“６”から“０”になるのを計測する。また、端末装置３の送受
信手段２２は、図５に示す受信ＳＮＲと送信レートとの関係を参照して、計測した受信Ｓ
ＮＲ（＝γ３’）に対応する送信レートｒ３を検出する。
【０１２３】
　端末装置４の送受信手段２２も、同様に、タイミングｔ９の後、ＤＩＦＳが経過すると
、バックオフタイマーが“３”から“０”になるのを計測するとともに、図５に示す受信
ＳＮＲと送信レートとの関係を参照して、計測した受信ＳＮＲ（＝γ４’）に対応する送
信レートｒ４を検出する。
【０１２４】
　端末装置４の送受信手段２２は、タイミングｔ１０で、自己におけるバックオフタイマ
ーが“０”になったことを検知し、パケットＰＣＵを送信レートｒ４でアクセスポイント
１へ送信する。
【０１２５】
　そして、アクセスポイント１の送受信手段１２は、アンテナ１１を介してパケットＰＣ

Ｕを端末装置４から受信し、その受信したパケットＰＣＵを通信手段１５へ出力する。
【０１２６】
　アクセスポイント１の通信手段１５は、送受信手段１２からパケットＰＣＵを受け、パ
ケットＰＣＵを受理する。
【０１２７】
　上述したように、タイミングｔ１～ｔ７の間においては、しきい値γ０よりも大きい正
規化ＳＮＲ（＝γ）を有する端末装置２，３だけがアクセスポイント１へパケットを送信
する。このしきい値γ０は、上述したように、パケットの衝突を回避する確率が最も大き
く、かつ、リンク品質が基準のリンク品質（＝しきい値γ０からなる正規化ＳＮＲを有す
るリンクのリンク品質）よりも良い端末装置の個数が最大となるときの正規化ＳＮＲであ
る。
【０１２８】
　また、タイミングｔ１～ｔ７の間においては、端末装置２，３は、バックオフタイマー
を用いてパケットＰＡＵ，ＰＢＵの衝突を回避する。
【０１２９】
　更に、１回目のＰｏｌｌフレームを受信したときの受信ＳＮＲを用いて求めた正規化Ｓ
ＮＲがしきい値γ０よりも小さい端末装置４は、次のＰｏｌｌフレームを受信するまでパ
ケットをアクセスポイント１へ送信できない。
【０１３０】
　その結果、しきい値γ０よりも大きい正規化ＳＮＲ（＝γ）を有する端末装置２，３は
、パケットの衝突を回避しながら、基準のリンク品質よりも良いリンク品質を有するリン
クを用いてパケットをアクセスポイント１へ送信する。つまり、しきい値γ０よりも大き
い正規化ＳＮＲ（＝γ）を有する端末装置２，３は、アクセスポイント１の通信範囲内に
存在する端末装置の数が増加しても、パケットの衝突を回避しながら、基準のリンク品質
（＝γ０）よりも良いリンク品質でパケットをアクセスポイント１へ送信する。
【０１３１】
　従って、この発明によれば、端末装置の数が増えても、アップリンクにおいて、通信特
性を低下させないというスケーラビリティを向上できるとともに、スループットを向上で
きる。
【０１３２】
　また、上述したように、端末装置２は、Ｐｏｌｌフレームを受信したときの受信ＳＮＲ
に対応する送信レートｒ２でパケットＰＡＵをアクセスポイント１へ送信し、端末装置３
は、ＡＣＫフレームを受信したときの受信ＳＮＲに対応する送信レートｒ３でパケットＰ
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ＢＵをアクセスポイント１へ送信する。
【０１３３】
　即ち、端末装置２，３の各々は、基準のリンク品質（＝しきい値γ０からなる正規化Ｓ
ＮＲを有するリンクのリンク品質）以上のリンク品質において、実際のリンク品質（＝計
測した受信ＳＮＲを有するリンクのリンク品質）に応じた送信レートでパケットを送信す
る（端末装置２は、送信レートｒ２でパケットＰＡＵを送信し、端末装置３は、送信レー
トｒ３でパケットＰＢＵを送信する）。
【０１３４】
　従って、実際のリンク品質が高い程、送信レートｒ２，ｒ３が大きくなり、スループッ
トを向上できる。
【０１３５】
　更に、端末装置３は、タイミングｔ２で開始される第７番目のスロットにおいて無線装
置２からパケットＰＡＵを受信したとき、自己のパケットＰＢＵをアクセスポイント１へ
送信せず、タイミングｔ４以降、バックオフタイマーを再度設定し、自己のバックオフタ
イマーが最初に“０”になったとき、パケットＰＢＵをアクセスポイント１へ送信する。
【０１３６】
　従って、パケットＰＡＵと、パケットＰＢＵとの衝突を回避できる。
【０１３７】
　更に、端末装置４は、計測した受信ＳＮＲ（＝γ４’）がしきい値γ０よりも小さいと
き、Ｐｏｌｌフレームを再度受信するまで、パケットＰＣＵをアクセスポイント１へ送信
しない。
【０１３８】
　従って、リンク品質が低い端末装置４による無線通信を排除してスケーラビリティおよ
びスループットを高くできる。
【０１３９】
　アップリンクにおける異常対策について説明する。
【０１４０】
　（１）全てのリンクの正規化ＳＮＲがしきい値γ０よりも小さい場合、全ての端末装置
は、アクセスポイント１へパケットを送信できない。その結果、アクセスポイント１がＰ
ｏｌｌフレームまたはＡＣＫフレームを送信した後、チャネルは、Ｎ×スロットの間、ア
イドル状態になる。そこで、アクセスポイント１は、Ｎ×スロットが経過すると、再度、
Ｐｏｌｌフレームを端末装置２～４へ送信する。
【０１４１】
　（２）２個以上の端末装置が同時にパケットを送信した場合、アクセスポイント１は、
パケットを正しく受信できず、チャネルは、アイドル状態になる。そこで、アクセスポイ
ント１は、Ｎ×スロットが経過すると、再度、Ｐｏｌｌフレームを端末装置２～４へ送信
する。
【０１４２】
　（３）端末装置２～４がアクセスポイント１へパケットを送信する途中で、チャネル状
況が変わってしまい、アクセスポイント１は、パケットを正しく受信できず、チャネルは
、アイドル状態になる。そこで、アクセスポイント１は、Ｎ×スロットが経過すると、再
度、Ｐｏｌｌフレームを端末装置２～４へ送信する。
【０１４３】
　次に、アクセスポイント１から端末装置２～４へパケットを送信する方法について説明
する。図７は、アクセスポイント１から端末装置２～４へパケットを送信する方法を説明
するための図である。
【０１４４】
　アクセスポイント１は、それぞれ、端末装置２～４へ送信するパケットＰＡＤ，ＰＢＤ

，ＰＣＤをバッファ１４に格納している。
【０１４５】
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　アクセスポイント１の制御手段１３は、端末装置２～４からアクセスポイント１へパケ
ットを送信する場合と同様にしてＰｏｌｌフレームを生成して端末装置２～４へ送信する
。この場合、Ｐｏｌｌフレームは、アクセスポイント１が端末装置２～４へ送信すべきパ
ケットを保持していることを示すビットマップＢＭを含む（図４参照）。
【０１４６】
　端末装置２～４の送受信手段２２は、アクセスポイント１から送信されたＰｏｌｌフレ
ームをタイミングｔ１１で受信し、それぞれ、受信ＳＮＲ（＝γ２’，γ３’，γ４’）
を計測する。そして、端末装置２～４の送受信手段２２は、それぞれ、その計測した受信
ＳＮＲ（＝γ２’，γ３’，γ４’）を用いて平均値／γ２’，／γ３’，／γ４’を更
新する。その後、端末装置２～４の送受信手段２２は、その更新した平均値／γ２’，／
γ３’，／γ４’を用いてそれぞれ正規化ＳＮＲ（＝γ２，γ３，γ４）を求める。
【０１４７】
　そうすると、端末装置２～４の送受信手段２２は、Ｐｏｌｌフレームからしきい値γ０

を取り出し、正規化ＳＮＲ（＝γ２，γ３，γ４）をしきい値γ０と比較する。この場合
、γ２＞γ０，γ３＞γ０，γ４＜γ０であるとする。
【０１４８】
　また、端末装置２～４の送受信手段２２は、ＰｏｌｌフレームのビットマップＢＭを参
照して、アクセスポイント１が自端末宛てのパケットを保持していることを検知する。
【０１４９】
　端末装置４の送受信手段２２は、γ４＜γ０であるので、次のチャネル取得競争に参加
しない。
【０１５０】
　一方、端末装置２，３の送受信手段２２は、アクセスポイント１が自端末宛てのパケッ
トを保持しており、かつ、γ２＞γ０，γ３＞γ０であるので、次のチャネル取得競争に
参加し、それぞれ、バックオフタイマーを０～Ｎの間の一様な乱数から選択した６，８に
設定する。
【０１５１】
　そして、端末装置２の送受信手段２２は、タイミングｔ１１の後、ＤＩＦＳが経過する
と、バックオフタイマーが“６”から“０”になるのを計測する。
【０１５２】
　端末装置３の送受信手段２２も、同様に、タイミングｔ１１の後、ＤＩＦＳが経過する
と、バックオフタイマーが“８”から“０”になるのを計測する。
【０１５３】
　端末装置２の送受信手段２２は、タイミングｔ１２で、自己におけるバックオフタイマ
ーが“０”になったことを検知し、端末装置２のＭＡＣアドレスＭＡＣａｄｄ＿２を含む
ＣＴＳフレームを生成してアクセスポイント１へ送信する。
【０１５４】
　そうすると、端末装置３の送受信手段２２は、端末装置２から送信されたＣＴＳフレー
ムを７番目のスロットで受信し、チャネルが使用状態であることを検知する。従って、端
末装置３の送受信手段２２は、端末装置３のＭＡＣアドレスＭＡＣａｄｄ＿３を含むＣＴ
Ｓフレームをアクセスポイント１へ送信するのを停止する。
【０１５５】
　アクセスポイント１の送受信手段１２は、端末装置２から送信されたＣＴＳフレームを
タイミングｔ１３で受信し、その受信したＣＴＳフレームが端末装置２のＭＡＣアドレス
ＭＡＣａｄｄ＿２を含むことを検知する。つまり、アクセスポイント１の送受信手段１２
は、端末装置２がパケットの送信を要求していることを検知する。
【０１５６】
　また、アクセスポイント１の送受信手段１２は、ＣＴＳフレームを受信したときの受信
ＳＮＲ（＝γ１’）を計測し、図５に示す受信ＳＮＲと送信レートとの関係を参照して、
その計測した受信ＳＮＲ（＝γ１’）に対応する送信レートｒ１を検出する。
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【０１５７】
　そうすると、アクセスポイント１の送受信手段１２は、タイミングｔ１３からＳＩＦＳ
が経過したタイミングｔ１４で、端末装置２宛てのパケットＰＡＤをバッファ１４から取
り出し、その取り出したパケットＰＡＤを送信レートｒ１で端末装置２へ送信する。
【０１５８】
　端末装置２の送受信手段２２は、タイミングｔ１５で、アクセスポイント１からパケッ
トＰＡＤを受信し、パケットＰＡＤを受信したときの受信ＳＮＲ（＝γ２’）を計測する
。そして、端末装置２の送受信手段２２は、その受信したパケットＰＡＤを通信手段２４
へ出力し、通信手段２４は、パケットＰＡＤを受理する。
【０１５９】
　また、端末装置３，４の送受信手段２２も、タイミングｔ１５でパケットＰＡＤを受信
し、パケットＰＡＤを受信したときの受信ＳＮＲ（＝γ３’，γ４’）をそれぞれ計測す
る。
【０１６０】
　その後、端末装置２の通信手段２４は、タイミングｔ１５からＳＩＦＳが経過すると、
ＡＣＫフレームを生成して送受信手段２２へ出力し、送受信手段２４は、ＡＣＫフレーム
をアクセスポイント１へ送信する。
【０１６１】
　アクセスポイント１が端末装置２からのＡＣＫフレームを受信したタイミングｔ１６か
らＤＩＦＳが経過すると、端末装置２～４の送受信手段２２は、それぞれ、受信ＳＮＲ（
＝γ２’，γ３’，γ４’）を用いて平均値／γ２’，／γ３’，／γ４’を更新すると
ともに、その更新した平均値／γ２’，／γ３’，／γ４’を用いて正規化ＳＮＲ（＝γ

２，γ３，γ４）を求める。
【０１６２】
　そして、端末装置２～４の送受信手段２２は、正規化ＳＮＲ（＝γ２，γ３，γ４）を
しきい値γ０と比較する。この場合も、γ２＞γ０，γ３＞γ０，γ４＜γ０であるとす
る。
【０１６３】
　端末装置４の送受信手段２２は、γ４＜γ０であるので、次のチャネル取得競争に参加
しない。また、端末装置２の送受信手段２２は、γ２＞γ０であるが、アクセスポイント
１からパケットＰＡＤを既に受信しているので、次のチャネル取得競争に参加しない。
【０１６４】
　そして、端末装置３の送受信手段２２は、アクセスポイント１が端末装置３宛てのパケ
ットＰＢＤを保持しており、かつ、γ３＞γ０であるので、次のチャネル取得競争に参加
し、バックオフタイマーを０～Ｎの間の一様な乱数から選択した３に設定する。
【０１６５】
　その後、端末装置３の送受信手段２２は、バックオフタイマーが“３”から“０”にな
ると、タイミングｔ１７で、端末装置３のＭＡＣアドレスＭＡＣａｄｄ＿３を含むＣＴＳ
フレームを生成してアクセスポイント１へ送信する。
【０１６６】
　アクセスポイント１の送受信手段１２は、端末装置３から送信されたＣＴＳフレームを
タイミングｔ１８で受信し、その受信したＣＴＳフレームが端末装置３のＭＡＣアドレス
ＭＡＣａｄｄ＿３を含むことを検知する。つまり、アクセスポイント１の送受信手段１２
は、端末装置３がパケットの送信を要求していることを検知する。
【０１６７】
　また、アクセスポイント１の送受信手段１２は、ＣＴＳフレームを受信したときの受信
ＳＮＲ（＝γ１’）を計測し、図５に示す受信ＳＮＲと送信レートとの関係を参照して、
その計測した受信ＳＮＲ（＝γ１’）に対応する送信レートｒ１を検出する。
【０１６８】
　そうすると、アクセスポイント１の送受信手段１２は、タイミングｔ１８からＳＩＦＳ
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が経過したタイミングｔ１９で、端末装置３宛てのパケットＰＢＤをバッファ１４から取
り出し、その取り出したパケットＰＢＤを送信レートｒ１で端末装置３へ送信する。
【０１６９】
　端末装置３の送受信手段２２は、タイミングｔ２０で、アクセスポイント１からパケッ
トＰＢＤを受信する。そして、端末装置３の送受信手段２２は、その受信したパケットＰ
ＢＤを通信手段２４へ出力し、通信手段２４は、パケットＰＢＤを受理する。
【０１７０】
　そうすると、端末装置３の通信手段２４は、タイミングｔ２０からＳＩＦＳが経過した
後、ＡＣＫフレームを生成して送受信手段２２へ出力し、送受信手段２４は、ＡＣＫフレ
ームをアクセスポイント１へ送信する。
【０１７１】
　そして、アクセスポイント１の送受信手段１２は、端末装置３からＡＣＫフレームを受
信する。
【０１７２】
　端末装置２～４のうち、１回目のＰｏｌｌフレームを受信したときの受信ＳＮＲ（＝γ

２’，γ３’，γ４’）を用いて求められた正規化ＳＮＲ（＝γ２，γ３，γ４）がしき
い値γ０以上である端末装置２，３は、それぞれ、パケットＰＡＤ，ＰＢＤを既にアクセ
スポイント１から受信している。
【０１７３】
　その結果、タイミングｔ２１以降、アクセスポイント１へパケットの送信を要求する端
末装置は存在しない。
【０１７４】
　従って、アクセスポイント１の送受信手段１２は、タイミングｔ２１以降、ＤＩＦＳが
経過すると、Ｎ×スロットを計測する。そして、アクセスポイント１の送受信手段１２は
、Ｎ×スロットが経過すると、Ｐｏｌｌフレームを再度生成するように制御手段１３へ要
求し、制御手段１３は、タイミングｔ２２で、再度、Ｐｏｌｌフレームを生成して端末装
置２～４へ送信する。
【０１７５】
　それ以降、上述した動作を繰り返し、パケットがアクセスポイント１から端末装置２～
４へ送信される。
【０１７６】
　上述したように、タイミングｔ１１～ｔ２１の間においては、しきい値γ０以上である
正規化ＳＮＲ（＝γ）を有する端末装置２，３だけがアクセスポイント１からパケットを
受信する。このしきい値γ０は、上述したように、パケットの衝突を回避する確率が最も
大きく、かつ、リンク品質が基準のリンク品質（＝γ０）よりも良い端末装置の個数が最
大となるときの正規化ＳＮＲである。
【０１７７】
　また、タイミングｔ１１～ｔ２１の間においては、端末装置２，３は、バックオフタイ
マーを用いてＣＴＳフレームの衝突を回避する。
【０１７８】
　更に、１回目のＰｏｌｌフレームを受信したときの受信ＳＮＲを用いて求めた正規化Ｓ
ＮＲがしきい値γ０よりも小さい端末装置４は、次のＰｏｌｌフレームを受信するまでパ
ケットをアクセスポイント１から受信できない。
【０１７９】
　その結果、しきい値γ０以上である正規化ＳＮＲ（＝γ）を有する端末装置２，３は、
パケットの衝突を回避しながら、基準のリンク品質よりも良いリンク品質を有するリンク
を用いてパケットをアクセスポイント１から受信する。つまり、しきい値γ０以上である
正規化ＳＮＲ（＝γ）を有する端末装置２，３は、アクセスポイント１の通信範囲内に存
在する端末装置の数が増加しても、パケットの衝突を回避しながら、基準のリンク品質（
＝しきい値γ０からなる正規化ＳＮＲを有するリンクのリンク品質）よりも良いリンク品
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質でパケットをアクセスポイント１から受信する。
【０１８０】
　従って、この発明によれば、端末装置の数が増えても、ダウンリンクにおいて、通信特
性を低下させないというスケーラビリティを向上できるとともに、スループットを向上で
きる。
【０１８１】
　その他、上述したアップリンクにおける効果と同じ効果がダウンリンクにおいても得ら
れる。
【０１８２】
　ダウンリンクにおける異常対策について説明する。
【０１８３】
　（４）全てのリンクの正規化ＳＮＲがしきい値γ０よりも小さい場合、全ての端末装置
は、アクセスポイント１へパケットの送信を要求できない。その結果、アクセスポイント
１がＡＣＫフレームを受信した後、チャネルは、Ｎ×スロットの間、アイドル状態になる
。そこで、アクセスポイント１は、Ｎ×スロットが経過すると、再度、Ｐｏｌｌフレーム
を端末装置２～４へ送信する。
【０１８４】
　（５）端末装置２～４がアクセスポイント１からのパケットを傍受できる確率は、リン
ク品質に依存する。ある端末装置は、パケットを正しく傍受できない場合、受信ＳＮＲを
計測できず、次のＰｏｌｌフレームを受信するまでチャネル取得競争に参加しない。
【０１８５】
　（６）アクセスポイント１からパケットを既に受信した端末装置は、アクセスポイント
１が自己宛ての別のパケットを保持しているか否かを検知できないので、次のＰｏｌｌフ
レームを受信するまでチャネル取得競争に参加しない。
【０１８６】
　図８は、アップリンクにおける動作を説明するためのフローチャートである。図８を参
照して、アップリンクにおける動作が開始されると、アクセスポイント１は、上述した方
法によってＰｏｌｌフレームを生成して端末装置２～４へ送信する（ステップＳ１）。
【０１８７】
　そして、端末装置２～４は、Ｐｏｌｌフレームを受信し、Ｐｏｌｌフレームを受信した
ときの受信ＳＮＲ（＝γ２’，γ３’，γ４’）を計測する（ステップＳ２）。
【０１８８】
　その後、端末装置２～４は、その計測した受信ＳＮＲ（＝γ２’，γ３’，γ４’）を
用いて平均値／γ２’，／γ３’，／γ４’を更新し、その更新した平均値／γ２’，／
γ３’，／γ４’を用いてそれぞれ正規化ＳＮＲ（＝γ２，γ３，γ４）を算出する（ス
テップＳ３）。
【０１８９】
　そうすると、端末装置２～４は、受信したＰｏｌｌフレームからしきい値γ０を取り出
し、正規化ＳＮＲ（＝γ２，γ３，γ４）をしきい値γ０と比較し、正規化ＳＮＲ（＝γ

２，γ３，γ４）の全てがしきい値γ０よりも小さいか否かを判定する（ステップＳ４）
。
【０１９０】
　ステップＳ４において、正規化ＳＮＲ（＝γ２，γ３，γ４）の全てがしきい値γ０よ
りも小さいと判定されたとき、アクセスポイント１は、Ｎ×スロットの経過後、次のＰｏ
ｌｌフレームを端末装置２～４へ送信する（ステップＳ５）。そして、一連の動作は、ス
テップＳ２へ戻る。
【０１９１】
　一方、ステップＳ４において、正規化ＳＮＲ（＝γ２，γ３，γ４）の全てがしきい値
γ０よりも小さくないと判定されたとき、しきい値γ０以上の正規化ＳＮＲを有する端末
装置のうち、バックオフタイマーが最も早く“０”になった端末装置がパケットをアクセ
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スポイント１へ送信する（ステップＳ６）。
【０１９２】
　そして、アクセスポイント１は、パケットを受信し（ステップＳ７）、ＡＣＫフレーム
を送信する（ステップＳ８）。
【０１９３】
　その後、端末装置２～４は、ＡＣＫフレームを受信し、ＡＣＫフレームを受信したとき
の受信ＳＮＲ（＝γ２’，γ３’，γ４’）を計測する（ステップＳ９）。
【０１９４】
　そして、しきい値γ０以上の正規化ＳＮＲを有する端末装置の全てがパケットを送信し
たか否かが判定される（ステップＳ１０）。
【０１９５】
　ステップＳ１０において、しきい値γ０以上の正規化ＳＮＲを有する端末装置の全てが
パケットを送信していないと判定されたとき、一連の動作は、ステップＳ３へ戻り、上述
したステップＳ３～ステップＳ１０が順次実行される。この場合、ステップＳ３において
、ステップＳ９において計測された受信ＳＮＲ（＝γ２’，γ３’，γ４’）を用いて、
平均値／γ２’，／γ３’，／γ４’が更新され、その更新された平均値／γ２’，／γ

３’，／γ４’を用いてそれぞれ正規化ＳＮＲ（＝γ２，γ３，γ４）が算出される。
【０１９６】
　一方、ステップＳ１０において、しきい値γ０以上の正規化ＳＮＲを有する端末装置の
全てがパケットを送信したと判定されたとき、一連の動作は、ステップＳ５へ戻り、上述
したステップＳ５，Ｓ２～Ｓ１０が実行される。
【０１９７】
　アクセスポイント１および端末装置２～４は、図８に示すフローチャートを繰り返し実
行してアップリンクにおける無線通信を行う。
【０１９８】
　図９は、ダウンリンクにおける動作を説明するためのフローチャートである。図９を参
照して、ダウンリンクにおける動作が開始されると、アップリンクにおけるステップＳ１
～Ｓ５とそれぞれ同じステップＳ２１～ステップＳ２５が順次実行される。
【０１９９】
　そして、ステップＳ２４において、正規化ＳＮＲ（＝γ２，γ３，γ４）の全てがしき
い値γ０よりも小さくないと判定されたとき、しきい値γ０以上の正規化ＳＮＲを有し、
かつ、自己宛てのパケットがある端末装置のうち、バックオフタイマーが最も早く“０”
になった端末装置は、自己のＭＡＣアドレスを含むＣＴＳフレームを生成して送信する（
ステップＳ２６）。
【０２００】
　その後、アクセスポイント１は、ＣＴＳフレームを受信し（ステップＳ２７）、ＣＴＳ
フレームを受信したときの瞬時の受信ＳＮＲを検出する。そして、アクセスポイント１は
、その検出した受信ＳＮＲに対応する送信レートｒ１を検出する。
【０２０１】
　そうすると、アクセスポイント１は、ＣＴＳフレームに含まれるＭＡＣアドレスを宛先
とするパケットを送信レートｒ１で送信する（ステップＳ２８）。
【０２０２】
　端末装置２～４は、パケットを受信し、パケットを受信したときの受信ＳＮＲ（＝γ２

’，γ３’，γ４’）を計測する（ステップＳ２９）。
【０２０３】
　そして、ＣＴＳフレームを送信した端末装置は、ＡＣＫフレームを生成して送信し（ス
テップＳ３０）、アクセスポイント１は、ＡＣＫフレームを受信する（ステップＳ３１）
。
【０２０４】
　その後、しきい値γ０以上の正規化ＳＮＲを有する端末装置の全てがＣＴＳフレームを
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送信したか否かが判定される（ステップＳ３２）。
【０２０５】
　ステップＳ３２において、しきい値γ０以上の正規化ＳＮＲを有する端末装置の全てが
ＣＴＳフレームを送信したと判定されたとき、一連の動作は、ステップＳ２５へ戻り、上
述したステップＳ２５，Ｓ２２～Ｓ３２が実行される。
【０２０６】
　一方、ステップＳ３２において、しきい値γ０以上の正規化ＳＮＲを有する端末装置の
全てがＣＴＳフレームを送信していないと判定されたとき、一連の動作は、ステップＳ２
３へ戻り、上述したステップＳ２３～ステップＳ３２が実行される。この場合、ステップ
Ｓ２３において、ステップＳ２９において計測された受信ＳＮＲ（＝γ２’，γ３’，γ

４’）を用いて、平均値／γ２’，／γ３’，／γ４’が更新され、その更新された平均
値／γ２’，／γ３’，／γ４’を用いてそれぞれ正規化ＳＮＲ（＝γ２，γ３，γ４）
が算出される。
【０２０７】
　アクセスポイント１および端末装置２～４は、図９に示すフローチャートを繰り返し実
行してダウンリンクにおける無線通信を行う。
【０２０８】
　アクセスポイント１および端末装置２～４は、アップリンクおよびダウンリンクの両方
において無線通信を行なうことも可能である。
【０２０９】
　この場合、端末装置２～４の各々は、アクセスポイント１からＰｏｌｌフレームを受信
したとき、またはアクセスポイント１がパケットの送受信を終了した時点で、下記の２つ
の条件を同時に満たせば、チャネルにアクセスする。
【０２１０】
　（Ｃｎｄ１）自端末で計測した正規化ＳＮＲが前回受信したＰｏｌｌフレームに含まれ
るしきい値γ０よりも大きい。
【０２１１】
　（Ｃｎｄ２）Ｐｏｌｌフレームに含まれるビットマップＢＭに示されているアクセスポ
イントから自端末へのパケットを受信していない、または自端末からアクセスポイントへ
パケットを送信する予定がある。
【０２１２】
　そして、アクセスポイント１および端末装置２～４は、上述した図８に示すフローチャ
ートに従ってアップリンクにおける動作を実行し、上述した図９に示すフローチャートに
従ってダウンリンクにおける動作を実行する。
【０２１３】
　図１０は、アップリンクにおけるスループットと端末装置の個数との関係を示す図であ
る。
【０２１４】
　図１０において、縦軸は、スループットを表し、横軸は、端末装置の個数を表す。また
、曲線ｋ１は、この発明による通信方式を用いた場合のスループットと端末装置の個数と
の関係を示し、曲線ｋ２は、通信の順番が予め決定されている場合のスループットと端末
装置の個数との関係を示し、曲線ｋ３は、ＣＳＭＡ／ＣＡ方式を用いた場合のスループッ
トと端末装置の個数との関係を示す。
【０２１５】
　図１０に示すように、スループットは、この発明による通信方式を用いた場合、端末装
置の個数の増加に対して向上し、１０個以上の端末装置の個数に対してほぼ一定になる（
曲線ｋ１参照）。
【０２１６】
　また、スループットは、通信の順番が予め決定されている場合またはＣＳＭＡ／ＣＡ方
式を用いた場合、端末装置の個数の増加に対して減少する（曲線ｋ２，ｋ３参照）。
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【０２１７】
　従って、この発明による通信方式を用いることによって、端末装置の個数が増加しても
高いスループットを実現できることが解った。
【０２１８】
　上記においては、アップリンクにおける無線通信、ダウンリンクにおける無線通信、お
よびアップリンクおよびダウンリンクにおける無線通信について説明したが、この発明は
、アップリンクにおける無線通信を行なう無線通信システム、ダウンリンクにおける無線
通信を行なう無線通信システム、およびアップリンクおよびダウンリンクにおける無線通
信を行なう無線通信システムのいずれかであればよい。
【０２１９】
　なお、この発明の実施の形態においては、アクセスポイント１は、「第１の無線装置」
を構成し、端末装置２～４は、「ｎ（ｎは正の整数）個の第２の無線装置」を構成する。
【０２２０】
　また、この発明の実施の形態においては、Ｎ×スロットは、「一定の空き期間」を構成
する。
【０２２１】
　更に、この発明の実施の形態においては、Ｐｏｌｌフレームは、「制御フレーム」また
は「第１の制御フレーム」を構成する。
【０２２２】
　更に、この発明の実施の形態においては、ＣＴＳフレームは、「第２の制御フレーム」
を構成する。
【０２２３】
　更に、この発明の実施の形態においては、Ｐｏｌｌフレームに含まれるビットマップＢ
Ｍは、「宛先情報」を構成する。
【０２２４】
　今回開示された実施の形態はすべての点で例示であって制限的なものではないと考えら
れるべきである。本発明の範囲は、上記した実施の形態の説明ではなくて特許請求の範囲
によって示され、特許請求の範囲と均等の意味および範囲内でのすべての変更が含まれる
ことが意図される。
【産業上の利用可能性】
【０２２５】
　この発明は、ネットワークにおけるスケーラビリティおよびスループットを向上可能な
無線通信システムに適用される。
【符号の説明】
【０２２６】
　１　アクセスポイント、２～４　端末装置、１０　無線通信システム、１１，２１　ア
ンテナ、１２，２２　送受信手段、１３　制御手段、１４，２３　バッファ、１５，２４
　通信手段。
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